
船舶事故調査報告書 

平成２８年４月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２７年１０月１９日 １９時４０分ごろ 

発生場所 長崎県新上五島町小串
こ ぐ し

漁港 

 小串鼻四等三角点から真方位００６°５１０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０３.２′ 東経１２９°０６.３′） 

事故の概要  漁船第一しんうおのめは、西南西進中、防波堤に衝突した。 

 第一しんうおのめは、船首部を破損した。 

事故調査の経過 平成２７年１２月７日、調査を担当する主管調査官（長崎事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第一しんうおのめ、１９トン 

 ＮＳ２－２４０９２（漁船登録番号）、新魚目町漁業協同組合 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 船首部を破損 

防波堤 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：波向 北、波高 約１.０～１.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過  本船は、船長ほか２人が乗り組み、船長が１人で立って操舵に当た

り、約１１ノットの対地速力で航行していた。 

 船長は、小串漁港沖の小島の手前で同港内に向けて左に変針する予

定であったが、小串漁港（Ｂ）防波堤（以下「本件防波堤」とい

う。）を船首方約２０ｍに視認して減速したものの、船首が本件防波

堤に衝突した。 

 船長は、本件防波堤を視認するまでの記憶がなく、居眠りしたので

はないかと思った。 

 船長は、当日０６時ごろから漁獲物の積込み作業、長崎県佐世保市

相浦港への往復航の操船及び水揚げ作業を行っていたので、疲労を感

じていた。 

分析  本船は、手動操舵で操船中の船長が疲労により居眠りに陥ったこと

から、変針予定場所を通過して本件防波堤に衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、手動操舵で操船中の船長が居眠りに陥ったため、

本船が変針予定場所を通過して本件防波堤に衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

 ・当直中に疲労を感じた場合は、他の乗組員を呼んで複数で当直を

行うなどして居眠り防止を図ること。 

 ・船橋航海当直警報装置を設置することが望ましい。 

 


